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令和３年みよし市教育委員会 第２回定例会 会議録 

日 時 

 

場 所 

 

出 席 委 員 

 

 

 

説明のため出

席した職員 

 

 

 

 

書 記 

 

傍 聴 者 

 

 

 

 

 

 

 

日 程 １ 

【開会宣言】 

 

日 程 ２ 

【教育長報

告】 

 

 

 

 

日 程 ３ 

【前回会議

録の承認】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

教育部次長 

 

教 育 長 

 

令和３年２月１２日（金）午前１０時開議 

 

市役所６階６０１・６０２会議室 

 

教育長：今 瀬 良 江 

委  員：日比野 直 子   委  員：原 口 百合子 

委 員：鈴 木 千 郷    委 員：近 藤 憲 司 

 

教育部長：深津弘樹、教育部参事：山北 淳、 

教育部次長兼教育行政課長：岡田高行、歴史民俗資料館長：林 久義、 

学校教育課長：都築克章、学校給食センター所長：渋田昌代、 

スポーツ課長：甲村 聡、生涯学習推進課長：橋本慎一郎、生涯学習推進

課主幹兼図書館長：村山孝文 

 

教育行政課副主幹：西世古貴志、教育行政課主査：溝口 洋 

 

なし 

 

 教育委員会会議の開会及び閉会につきましては、みよし市教育委員会会

議規則第８条の規定により、教育長が宣言することとなっております。ま

た、会議録の作成につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６条第

１項の規定に基づき、教育行政課西世古副主幹と溝口主査にお願いします。 

 本日の定例会への傍聴の申出はありませんでした。 

 

日程１、令和３年みよし市教育委員会第２回定例会を開会します。 

（午前１０時） 

 

日程２、教育長報告 

教育委員会第１回定例会以後、本日までに出席しました行事等につきま

しては、お配りしました一覧表の通りですが、コロナの関係で多くの行事

が書面開催となっています。その中で１月２２日に三好丘小学校の田中鉄

成教諭が愛知県論文表彰を受賞したという報告を受けましたので報告させ

ていただきます。 

 

 日程３、前回会議録の承認 

 第１回定例会の会議録について、要点説明をお願いします。 

 

【第１回定例会会議録の要点説明】 

 

 ただいまの会議録につきまして、みよし市教育委員会会議規則第１６条

第１項の規定に基づき、承認することに賛成の委員は、挙手をお願いしま
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日 程 ４ 

【 議 事 】 

議案第１号

（令和３年

度教育行政

方針につい

て） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

教 育 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

 

【挙手全員】 

 

 挙手全員です。よって、会議録は承認されました。 

 

日程４、議事に入ります。 

 

議案第１号の説明をお願いします。 

 

教育部長 深津。 

１ページをご覧ください。 

議案第１号「令和3年度教育行政方針」について、この案を提出するの

は、令和3年度における教育行政方針を決定するため、必要があるからで

す。 

別添資料をご覧ください。 

「はじめに」、令和３年度から、中学校においても新学習指導要領が実

施され、「主体的・対話的で深い学び」という学び方も明らかにし、未来

の創り手となるために必要な資質・能力の育成を目標にしています。 

また、平成２８年３月に策定しました、みよし市教育振興基本計画「み

よし教育プラン」は、計画策定から５年が経過する中で、少子高齢化やグ

ローバル化の進展、Society5.0の実現に向けた最先端の技術革新等、教育

を取り巻く状況や社会の在り方そのものが劇的に変化しており、また、小

中学校においては、文部科学省が示したGIGAスクール構想により、一人

一台のタブレット端末の整備が進み、本計画の前期５年間における成果と

課題を踏まえ、時代の変化に対応した教育の在り方を見直し、改訂版を策

定しました。計画の着実な実行とみよしの教育のさらなる充実に取り組ん

でいくものとしております。 

「学校教育の振興」では、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな体」の

知・徳・体をバランスよく育て、多様化する家庭や子どもの問題に対する

相談・支援体制の整備に引き続き取り組み、「確かな学力の育成」、「豊か

な心の育成」、「健やかな体の育成」、「個に応じた支援の充実」、「学習環境

の整備」、「教育支援の充実」、「教職員の働き方改革」の７点に取り組んで

いきます。 

「確かな学力の育成」では、ＧＩＧＡスクール構想の実現と小学校のプ

ログラミング教育を推進します。 

「豊かな心の育成」では、三好中学校をモデル校に定め、「みよし市版

コミュニティ・スクール」の実現に向けた実践研究を行います。 

「健やかな体の育成」では、昨年度から実施している小学校における１

教室２８人程度での少人数指導や特別教室の普通教室への転用などを実

施します。 

「個に応じた支援の充実」では、文部科学省からは、令和３年度から今
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教 育 長 

 

近 藤 委 員 

 

学校教育課長 

 

後５年間をかけて、全国の小学校において３５人学級を実施する方針が示

されました。本市では、一人一人に寄り添ったきめ細かな指導の実現のた

め、令和元年度から全学年で３５人学級を実施していますが、令和３年度

は３０人学級についての研究をしていきます。 

また、小学校就学前の外国人の子どもと保護者を対象にした「プレスク

ール」を開催します。 

「学習環境の整備」では、三吉小学校大規模改修事業の他、新たに南中

学校の大規模改修事業にも着手、この他、安心して学ぶことができる環境

の確保と災害発生時に避難者の安全を守るため、市内全中学校の体育館に

空調機を整備する中学校屋内運動場空調機設置事業を開始します。 

「教育支援の充実」では、学習に遅れを感じている中高生に対し、無償

で学習支援を行う「みよし未来塾」を実施します。 

「教職員の働き方改革」では、「みよし市立学校の教育職員の業務量の

適切な管理等に関する規則」を制定し、「みよし市教職員多忙化解消プラ

ン」をもとに、教職員を支えていきます。 

「生涯学習の振興」では、図書館学習交流プラザ「サンライブ」を生涯

学習の拠点施設と位置づけ、生涯学習の機会の提供や文化の振興に関する

様々な情報を広く発信していくこととし、「生涯学習講座の充実」、「図書

館サービスの推進」、「資料館、郷土の歴史・文化財・伝統文化の保存と活

用」の 3点に取り組んでいきます。また、文化活動の拠点となる文化セン

ター「サンアート」は昨年７月から全館閉館し改修工事を行っており、 

１１月から新生サンアートとしてオープンする予定となっています。ま

た、「みよし市生涯学習推進基本計画」についても令和３年度中に全面的

な見直しを行ってまいります。資料館につきましては、開館から４０年目 

を迎えるにあたり、今後、資料館のあり方について議論してもらうため

の検討会を設置してまいります。 

「生涯スポーツの振興」では、みよし市スポーツ振興計画に基づき、市

民一人一人のライフスタイルに応じた『行うスポーツ』、『観るスポーツ』、

『支えるスポーツ』の推進、『スポーツ環境の整備』及び『スポーツ交流

と連携』の５つを基本目標として取り組むこととしています。なお、「ス

ポーツ環境の整備」では、スポーツ施設の利用者の声を参考にし、老朽化

した施設改修などスポーツ環境の整備を計画的に推進します。 

「おわりに」、このような施策を推進するために、教育委員会と市の行

政組織だけでなく、学校・家庭・地域、その他関係機関や団体と一層の連

携を図り、積極的な推進を図っていくものとしております。以上です。 

 

議案第１号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

プレスクールの保護者へのお知らせはどのようにやっていますか。 

 

プレスクールの保護者への周知は、各保育園、各幼稚園に案内通知を出

しています。 
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議案第２号

（教育予算、

その他議会

の議決を経

るべき議案

に関する意

見の申出に

ついて） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近 藤 委 員 

 

 

 

 

 

学校教育課長 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

教 育 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題となるのが幼稚園、保育園に行っていない子、例えば外国籍である

子とか保護者が保育園、幼稚園に行かせていない子にどうするかというこ

とであり、オランダのように１年前倒しでプレスクールをやって、つまり

小学校が７年制になってしまうようなことをしないと、学力差がでてしま

うので、このへんが疑問なので、質問いたしました。 

 

この点については、漏れがないように検討いたします。 

 

その他よろしいでしょうか。 

 

【質疑なし】 

 

質疑ありませんので、議案第１号「令和３年度教育行政方針」について、

原案を可決することに賛成の委員の挙手を求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第１号は原案のとおり可決されました。 

 

次に、議案第２号の説明をお願いします。 

 

教育部長 深津。 

２ページをご覧ください。 

議案第２号「教育予算、その他議会の議決を経るべき議案に関する意見

の申出」についてです。 

内容については、「１ 令和２年度みよし市一般会計３月補正予算教育

費」、「２令和３年度みよし市一般会計予算教育費」、「３ 工事変更請負契約

の締結について」、「４ みよし市勤労文化会館及びみよし市ふるさと会館の

指定管理者の指定について」の４項目についてです。 

この案を提出するのは、令和３年第１回みよし市議会定例会に上程する

議案について、意見を求めたいからであります。 

「令和２年度みよし市一般会計３月補正予算（教育費）」について、別添

資料１ページから７ページになります。 

まず１ページですが、令和２年度３月補正予算総括表（教育費）のとお

り、補正前の予算額は４３億６，８９８万９千円で、今回の補正額は６億

７，６０６万３千円の増額、総予算額は５０億４，５０５万２千円となり

ます。 

１の「教育総務費」から７の「学校給食費」までの各事業について、「新

型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う事業中止のため」の減額補正と、

実施いたしました事業の「事業費の確定」及び「実績見込み」、また、基金

については利子額確定に伴う減額及び増額補正をいたします。 

それ以外の理由で増額となった事業は、３ページの一番上の№196「小学
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校施設整備事業」で、①と②の「三吉小学校大規模改修第２期工事管理業

務委託と工事」で、委託費１，５０３万２千円、工事費５億９，９４６万

円、合計６億 1，４４９万２千円です。 

施設の長寿命化を図り、学校環境を良好なものとするための改修工事で、

管理棟、渡り廊下、普通教室棟トイレ、グラウンドの改修を実施するもの

で、当初は、令和３年度の当初予算にて計上する予定でしたが、国からの

追加補正予算が認められたため、３月補正に計上し、令和３年度に繰り越

すものとなります。 

それぞれの概要につきましては、２ページから７ページをご確認くださ

い。 

次に「令和３年度みよし市一般会計予算（教育費）」について、別添資料

７ページから８９ページになります。 

まず、資料７ページですが、令和３年度当初予算総括表教育費のとおり、

当初予算額は５１億８４６万円で、前年度比７億７，４３３万８千円の増

額、増減率は１７．９％となります。 

前年度と比較して増減の大きい事業について説明いたします。 

１の「教育総務費」では、２の「事務局費」は、市費の教員が２７人か

ら３６人に増加することに伴う増額となります。 

４の「現職教育費」は、資料１８ページ「現職教育事業」の「プレスク

ール運営業務委託事業」を新規に実施するもので、小学校に就学予定の外

国人の子どもに対し、学校生活に必要な初期の日本語と、小学校に慣れる

ように学校のルールや、活動について学ぶものとなります。 

５の「教育支援費」は、１９ページの「みよし市教育センター事業」で

修繕費の減額。２の「小学校費」では、１の「学校管理費」は、２３ペー

ジの「小学校管理事業」の新規事業で、「北部」「天王」「三好丘小学校」の

修繕工事と、２６ページの「小学校運営事業」の新規事業で、新型コロナ

ウイルス感染症防止のための、校内消毒業務等を行う「スクールサポート

スタッフ配置事業」に伴う増額、２の「教育振興費」は、２９ページの「小

学校コンピュータ整備事業」で、一人一台タブレット端末の賃借に伴う増

額、３の「学校建設費」は、３５ページの「小学校施設整備事業」の新規

事業で、三吉小学校の大規模改修工事に伴う増額となります。 

次に３の「中学校費」では１の「学校管理費」は、４０ページの「中学

校運営事業」で、先ほどの「小学校の運営事業」同様、スクールサポート

スタッフ配置事業に伴う増額。２の「教育振興費」は、４７ページの「中

学校コンピュータ整備事業」で、一人一台タブレット端末の賃借に伴う増

額。３の「学校建設費」は、５１ページの「中学校施設整備事業」の新規

事業で、南中学校大規模改修工事と、４学校の体育館空調設備設置設計に

伴う増額。５「社会教育費」では１「社会教育総務費」は、会計年度職員

が１７から３０に増加したことに伴う増額。２「青少年教育費」は、５６

ページの「成人の日事業」で、成人の日の会場が体育館からサンアートに

変更となるため、会場設営委託費の減額、４の「図書館費」は６１ページ

の「図書逐次刊行物等整備事業」で、市制施行１０周年記念事業として紙
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教育行政課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

芝居ＤＶＤ作成のための減額。６の「文化財保護費」は、６７ページの「資

料館展示事業」で資料館本館のくん蒸の減額。７の「歴史民俗資料館費」

は、６８ページの「資料館施設管理事業」で、いす式昇降機設置費と、７

０ページの「資料館資料整理事業」で、資料整理のための賃金、７１ペー

ジの「石川 

家住宅管理事業」で、石川家住宅の屋根修繕に伴う減額。８の「文化振興

費」は、７２ページの「サンアート維持管理事業」の新規事業で、サンア

ートのリニューアルの伴う増額。９の「生涯学習推進費」は、７４ページ

の「みよし悠学カレッジ講座運営事業」で生涯学習推進基本計画策定と、

７５ページの「図書館学習交流プラザ管理運営事業」で、サンライブ総合

維持管理業務委託に伴う増額となります。 

６の「保健体育費」では、１の「保健体育総務費」は７８ページの「ス

ポーツ協会補助事業」で、市制施行１０周年記念事業（卓球）と、７９ペ

ージの「体育施設管理運営事業」で、体育施設の管理運営に伴う需用費及

び委託料（スポーツ施設再配置計画・旭グラウンドＬＥＤ照明設備設置設

計委託）の減額。 

３の「スポーツ振興普及事業」は、８３ページの「カヌー競技推進事業」

で、三好池カヌーコース設計施工委託に伴う増額。７の「学校給食費」で

は１の「給食センター費」は、８５ページの「学校給食運営事業」で、備

品購入費（揚物調理器）購入に伴う減額と、８８ページの「給食調理等委

託事業」で、給食調理等委託業務の増額となります。 

 

教育行政課長 岡田。 

続きまして、議案第２号 「教育予算、その他議会の議決を経るべき議

案に関する意見の申出について」の「工事変更請負契約の締結について」

及び「みよし市勤労文化会館及びみよし市ふるさと会館の指定管理者の指

定について」、説明させていただきます。 

始めに、「工事変更請負契約の締結について」です。 

資料５ページをご覧ください 

こちらは、サンアート大規模改修（建築）工事の工事変更請負契約に関

して、令和３年第１回みよし市議会定例会に提出する案件となります。 

この案を提出するのは、「みよし市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例」に基づき、「サンアート大規模改修（建築）工

事」の工事変更請負契約締結につき、議会の議決を得る必要があるからで

す。 

工事名は、サンアート大規模改修（建築）工事 です。 

工事場所は、みよし市三好町地内。 

請負契約金額につきましては、変更前が １０億３，４００万円、変更

後が １０億５，２４５万３，６００円、差引１，８４５万３，６００円、

変更率１．７８％の増額です。 

請負契約者は、愛知県名古屋市守山区大森一丁目２７０１番地、株式会

社宇佐美組名古屋支店、支店長 岡本泰紀。 
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教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

変更内容につきましては、大小ホール壁タイルの浮補修の箇所数の変更、

大ホールホワイエのガラスへの遮光フィルム貼付など、施行にあたっての

詳細調査による数量の変更や設計時には予見することができなかった追加

工事の発生等によるものです。 

１枚おめくりください 

資料６ページは議案の概要説明となります。内容は先ほどの説明のとお

りです。 

以上、「工事変更請負契約の締結について」の説明とさせていただきます。 

次に、「みよし市勤労文化会館及びみよし市ふるさと会館の指定管理者の

指定について」、説明させていただきます。 

こちらにつきましても、みよし市勤労文化会館及びみよし市ふるさと会

館の指定管理者の指定に関して、令和３年第１回みよし市議会定例会に提

出する案件となります。 

資料７ページをお願いします。 

この案を提出するのは、地方自治法第２４４条の２第６項の規定に基づ

き、議会の議決を得るため、必要があるからであります。 

みよし市勤労文化会館及びみよし市ふるさと会館につきましては、施設

の老朽化等に対処するため、全館を休館とし、大規模改修工事を実施して

おります。 

これに伴い、令和２年６月末をもって指定管理は終了しております。 

令和３年１１月のリフレッシュオープンに向けて、令和２年７月からみ

よし市指定管理者選定審査会（勤労文化会館等）を開催し、新しい指定管

理者の選定を行いました。 

指定管理の期間は令和３年度から７年度までの５年間です。 

開館準備等の為、指定管理の開始は令和３年４月からとしています。 

次ページをご覧ください。 

施設の名称は、みよし市勤労文化会館及びみよし市ふるさと会館、 

所在地は、みよし市三好町大慈山１番地１、指定管理者の団体の名称は 

ホーメックスグループ共同企業体、代表者名は ホーメックス株式会社代

表取締役社長 餅原幹也、所在地は 豊田市松ケ枝町３丁目３０番地。   

指定の期間は 令和３年４月１日から令和８年３月３１日までです。 

９ページは「みよし市勤労文化会館及びみよし市ふるさと会館の指定管

理者の指定について」の概要書となります。内容につきましては、先ほど

説明したものとなります。 

議案 第２号の説明は以上です。 

 

議案第２号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

【質疑なし】 

 

質疑ありませんので、議案第２号「教育予算、その他議会の議決を経る

べき議案に関する意見の申出」について、原案を可決することに賛成の委
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議案第３号

（みよし市

立学校の教

育職員の業

務量の適切

な管理等に

関する規則

について） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

教育部参事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

員の挙手を求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第２号は原案のとおり可決されました。 

 

次に、議案第３号の説明をお願いします。 

 

教育部参事 山北。 

議案第３号 みよし市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等に関す

る規則について、この案を提出するのは、みよし市立学校の教職員の業務

の適切な管理を行うため、時間外在校等時間の上限を定める必要があるか

らです。 

本規則の趣旨について御説明します。 

公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の規定

に基づき、「公立学校の教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の服

務を監督する教育委員会が教育職員の健康及び福祉の確保を図るために講

ずべき措置に関する指針」が令和２年１月１７日に告示されました。 

これにより、１点目としては、校長や教育委員会は、指針で定められた

上限時間を超えないようにするため、業務量の適切な管理を行うこと、２

点目としては、各教育委員会において、上限方針を定めること、が求めら

れました。 

当該指針に基づき、みよし市立学校の教育職員の業務の適切な管理をす

るため、県の規則に倣い、みよし市においても時間外在校等時間の上限時

間を定めるため、本規則を制定するものです。 

次に、本規則の内容について御説明します。 

基本的に、１箇月の時間外在校時間を４５時間以内、１年間の時間外在

校時間を３６０時間以内とします。 

特別な事情による特例的な場合については、１箇月の時間外在校時間を

１００時間未満、１年間の時間外在校時間を７２０時間以内とします。 

なお、特別な事情による特例的な対応を行う際には、連続する複数月の

平均時間外在校等時間８０時間以内、かつ、時間外在校等時間４５時間超

の月は年間６箇月までとすることを条件とします。 

本規則の制定により、みよし市立学校の教育職員の健康及び福祉の確保

を図りつつ、引き続き、質の高い教育の維持を図っていきたいと考えてお

ります。 

なお、本規則の施行期日は令和３年４月１日です。 

以上、よろしくお願いいたします。 

 

議案第３号について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

【質疑なし】 
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日 程 ５ 

【協議及び

報告事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教 育 長 

 

 

 

教 育 部 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

教 育 長 

 

教育行政課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質疑ありませんので、議案第３号「みよし市立学校の教育職員の業務量

の適切な管理等に関する規則について」について、承認することについて

賛成の委員の挙手を求めます。 

 

【挙手全員】 

 

挙手全員です。よって、議案第３号は承認されました。 

 

日程５、協議及び報告事項に入ります。次第に従って、協議及び報告を

お願いします。 

 ３月教育委員会行事予定について説明をお願いします。 

 

教育部長 深津。 

３月教育委員会行事予定について、資料１３ページ１４ページのとおり

です。 

教育委員の皆さまにご案内させていただく行事といたしましては、３月

３日水曜日８時４５分から「中学校卒業式」、１７日水曜日９時２０分から

２０２会議室にて「教育委員協議会」、１０時から６０１、６０２会議室に

て「第３回教育委員会定例会」。 

１９日金曜日８時４５分から「小学校卒業式」、３１日水曜日１４時３０

分から６０１、６０２会議室にて「第１回教育委員会臨時会」、１５時３０

分から研修室にて退職辞令伝達式及び褒章・表彰授与式を開催いたします。 

以上です。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

 【質疑なし】 

 

 続きまして教育行政課からの報告事項について説明をお願いします。 

 

教育行政課長 岡田 

教育行政課からは、「審査承諾をした後援等申請の報告」について、「専

決処分の報告」について、「令和２年度みよし未来塾実施報告」について、

及び「令和２年度みよし市教育委員会褒章」についての、４件について説

明します。 

初めに「審査承諾をした後援等申請の報告」についてです。 

資料１５ページをお願いします。 

過去に後援等の実績のある事業が１件、新たに後援等の申請があった事

業はありませんでした。 

過去に後援等の実績のある事業としましては、 

２０２１春季短期かけっこ教室です 
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申請者は、ＮＰО法人日本チャイルドスポーツ協会、運動する機会が減

り、体力低下が危惧される状況の子ども達に、走る力の向上を目的とする

プログラムを提供することにより、走ることへの抵抗感を無くし、積極的

に運動に励むようにすることを目的とした教室を、令和３年４月１７日、

２４日、５月８日の各土曜日に、三好公園で開催するものです。 

「審査承諾をした後援等申請の報告について」は以上となります。 

次に「専決処分の報告について 工事変更請負契約の締結について」を

説明させていただきます。 

資料１６ページをお願いします 

こちらは、三好丘小学校トイレ改修工事の専決処分に関しての、令和３

年第１回みよし市議会定例会に報告する案件となります。 

資料１７ページをお願いします。 

地方自治法第１８０条第１項の規定により専決処分を行いましたので、

同条第２項の規定によりこれを報告するものです。 

処分事項は、「工事変更請負契約の締結」、工事名は、「三好丘小学校トイ

レ改修工事」、工事場所は、「みよし市三好丘地内」。 

請負金額につきましては、変更前請負契約金額が、１億３，３１０万円、 

変更後請負契約金額は、１億３，５７７万７，４００円、差し引き             

２６７万７，４００円、変更率２．０１％の増額です。 

請負契約者は、愛知県春日井市中野町２丁目２３番地１２、株式会社ヒ

ラオ工務店 代表取締役 平尾和一。   

専決日は、令和３年１月８日です。 

工事変更内容につきましては、掃除用流しや手摺の取替工事や、手洗い

器カウンター下の収納棚設置工事をはじめとした、設計時には予見するこ

とができなかった部分についての追加工事や施工方法の変更等によるもの

です。 

１８ページは、専決処分の概要説明となります。内容につきましては先

ほどの説明のとおりです。 

次に、「令和２年度みよし未来塾実施報告」についてです。 

資料１９ページをご覧ください。 

みよし未来塾は、家庭の経済的な状況、家庭教育力等の問題から、家庭

学習の習慣が充分に定着していない、また、学習が遅れがちであったりす

る、市内在住・在学の中学生及び高校生に対して学業の支援をする事業で

す。 

夏季休業中は、８月４日火曜日から８月２８日金曜日までの土曜、日曜、

月曜、お盆期間を除く１２日間予定していましたが、新型コロナウイルス

感染拡大防止のため開催を取りやめました。 

冬季休業中は１２月２４日火曜日から２８日月曜日までの３日間、市民

活動センターとカリヨンハウス１階多目的室の２会場で学習の支援を行い

ました。 

市内の４中学校と市外私立中を含め，２３人、延べ４４人の生徒にご参

加いただきました。 
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教 育 長 

 

日比野教育長

職務代理者 

 

 

教育行政課長 

 

教 育 長 

 

 

教 育 長 

 

内訳は、三好中が８人、北中が４人、南中が２人、三好丘中が８人、他

校が１人でした。 

参加のきっかけ、来年度の参加、自宅での学習時間、塾に通っているか

についてアンケート調査を実施し、結果については、資料を２０ページの

とおりです。 

自由意見等を見ますと、コロナ禍での開催ではありましたが、概ね好評

であったと思います。 

以上、「令和２年度みよし未来塾実施報告」についての報告とします。 

次に、「令和２年度みよし市教育委員会褒章について」です 

資料２１ページをご覧ください。 

令和２年度の褒賞者は、令和３年２月１日月曜日に開催しました、「令和

２年度みよし市教育委員会褒章選考委員会」での選考により決定しました。 

みよし市教育委員会褒章規程 第３条第１項に該当する、功労の著しい者

に対して、教育委員会が授与する、「感謝状」には、校長３名、教諭７名、

合わせて１０名の内申があり、選考により１０名全てを授与対象者としま

した。 

規程 第３条第２項に該当する、小学校６年間及び小中学校９年間皆勤し

た児童生徒に対して教育委員会が授与する「皆勤賞」には、小学校６年間

皆勤には６名、小中学校９年間皆勤には２名の、合わせて８名の内申があ

り、選考により、内申された８名全員を授与対象者としました。 

規程 第３条第３項に該当する、教育、芸術文化又は体育等に関する県規

模以上の権威ある大会において、最高賞を受けた者及びこれに相当する功

績顕著な者に対して教育委員会が授与する「賞状」には、小学生１８件、

中学生２９件の、合わせて４７件の内申があり、選考により、小学生１４

名、中学生２１名、合わせて３５名を授与対象者としました。 

授与対象者は２２ページから２９ページまでに資料を添付しています。

氏名、学校名、功績及び褒賞に該当する事項等が掲載してありますので、

ご確認ください。以上です。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

令和２年度みよし未来塾実施報告書の学校ごとの申込・参加状況の中に

他校とありますが、みよし市に在住の方で、４中学校以外のところに行か

れている方がみえるということですか。 

 

基本的には私立高校、私立中学校に行かれている方です。 

 

三好高校にもご案内していますしホームページでもご案内していますの

で在住の子もいますし、市内通学の子もいます。 

 

その他よろしいでしょうか。 
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教 育 長 

 

学校教育課長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教 育 長 

 

各 委 員 

 

 

 

図 書 館 長 

 

 

 【質疑なし】 

 続きまして学校教育課からの報告事項について説明をお願いします。 

 

学校教育課長 都築。 

３０ページをご覧ください。 

令和３年度みよし市小学生士別市派遣事業につきましては、新型コロナ

ウイルス感染症の感染状況を鑑み、事業実施の見込みが立つまでは児童募

集を行わない予定です。 

保護者、児童に対しては、「令和３年度みよし市小学生士別市派遣の募集

延期について」、文書配布して知らせます。 

本事業について、現時点での選択肢として４つの案を想定しています。

３１ページにありますように、例年通りの７月後半の日程で行うＡ案、３

２ページに示しました時期をずらして８月後半の日程で行う、または滞在

期間、事業内容を変えて実施するＢ、Ｃ案、そして、事業中止のＤ案です。 

できる限り、実施の方向で検討していきたいと思いますが、新型コロナ

ウイルス感染症の感染状況を注視し、士別市教育委員会と情報交換をしな

がら事業実施の可否ついて検討していきます。 

続きまして、３３ページを御覧ください。卒業期並びに学年末・学年始

め休業中における児童生徒の指導等について説明させていただきます。 

こちらについては、特に重点をおいて学校へ通知したことについて、下

線が引いてあります。 

３４ページをご覧ください。特に、「（３）児童生徒の支援」「イ 強い心

理的負担を受けた場合の対処方法の指導と相談先の周知」に相談窓口の周

知について説明いたします。相談窓口につきましては、本日配布いたしま

した「みよし市教育委員会 相談事業のご案内」をご覧ください。 

☆の下線部分に「中学校卒業後でも相談できます」と記載しました。卒

業後でも相談できることを強調して、悩みを抱える若者の適切な支援につ

なげたいと考えています。 

裏面には、「２４時間子どもＳＯＳダイヤル」やＳＮＳによる相談窓口も

掲載しています。この案内を春休みの前に全ての児童生徒へ配布し、相談

窓口を周知します。 

以上説明とさせていただきます。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

 【質疑なし】 

 

続きまして、生涯学習課からの報告事項について、説明をお願いします。 

 

生涯学習推進課主幹 村山 

資料の３７ページをお開きください。図書館窓口等管理運営業務委託プ

ロポーザルの結果についてご説明します。 
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 この業務は、中央図書館とサンネット図書コーナーを含めた窓口等に関

する業務全般の管理運営委託となります。 

 今年３月末で契約期限が切れるため、今年度プロポーザルを実施したも

のであります。 

 履行期間は、令和３年４月１日から令和６年３月３１日までの３年間、

契約上限額は、３年間で２３２，６１７千円。 

 プロポーザルに申し込みのあった業者は、シダックス大新東ヒューマン

サービス株式会社、株式会社バックスグループ、株式会社図書館流通セン

ターの３社でした。１月１５日開催の図書館窓口等管理運営業務委託プロ

ポーザル事業者選定委員会でプレゼンテーションを実施し審査した結果、

一番得点の高い、株式会社図書館流通センターを選定業者と決定しました。 

 以上説明とさせていただきます。 

 

ただいまの説明について、質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

２点お聞きしたいんですが、まず１点目は、予算措置についてですが、

これについては３年間の債務負担行為を設定されたと思うのですが、この

点と、２点目はサンアート及びふるさと会館の指定管理の業務委託があり

ますが、こちらについては、債務負担行為は設定されないのかお伺いしま

す。 

 

生涯学習推進課主幹 村山。 

１点目のご質問については１２月補正で債務負担行為を設定しました。 

 

サンアートの指定管理者への委託業務については、債務負担行為は設定

しておりません。 

 

他に質疑のある委員は挙手をお願いします。 

 

【質疑なし】 

 

 他に報告事項はありますか。 

なければ、本日の日程の案件は、すべて終了しました。 

 

日程６、令和３年みよし市教育委員会第２回定例会を閉会します。 

（午前１０時５０分） 

 

次回の開催予定の調整をお願いします。 

 

次回は、令和３年３月１７日水曜日午前１０時から、市役所６階６０１、

６０２会議室におきまして、令和３年第３回定例会を開催いたします。 

 


